
第
一
条
議
院
内
を
通
行
す
る
者
は
、
こ
の
規
程
に
定
め
る
記
章
（
記
章
に
添
え
て
帯
用
す
べ
き
も
の
と
し
て
別
に
定
め

が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
含
む
。
第
五
条
及
び
第
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
許
可
証
を

常
時
携
帯
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
傍
聴
券
を
所
持
す
る
公
衆
傍
聴
人
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
条
記
章
は
、
衆
議
院
事
務
局
又
は
参
議
院
事
務
局
か
ら
交
付
し
、
そ
の
種
類
、
帯
用
者
及
び
通
用
制
限
は
、
別
表

第
二
条
記
章
は
、
衆
議
院
事
務
局
又
は

一
の
項
か
ら
二
十
三
の
項
ま
で
の
と
お

２
記
章
及
び
当
該
記
章
に
添
え
て
帯
用
す
べ
き
も
の
の
様
式
は
、
別
に
こ
れ
を
定
め
、
警
務
部
に
掲
示
す
る
。

第
三
条
記
章
は
、
所
定
の
帯
用
者
以
外
の
者
が
帯
用
し
た
と
き
は
、
通
用
し
な
い
。
記
章
に
添
え
て
帯
用
す
べ
き
も
の

第
四
条
院
の
要
請
に
よ
り
又
は
用
務
の
た
め
、
議
院
内
を
通
行
す
る
必
要
が
あ
る
者
に
対
し
て
は
、
記
章
に
代
わ
る
も

の
と
し
て
別
表
二
十
四
の
項
か
ら
二
十
九
の
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
（
こ
れ
ら
に
添
え
て
帯
用
す
べ
き
も
の
と
し
て
別

に
定
め
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
含
む
。
）
を
交
付
す
る
ほ
か
、
緊
急
の
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
こ
れ
に
相

に
定
め
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
一

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
も
の
は
、
指
定
さ
れ
た
区
域
及
び
期
間
に
限
り
通
用
す
る
も
の
と
す
る
。

３
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
記
章
の
例
に
準
ず
る
。

を
添
え
な
い
と
き
も
同
様
と
す
る
。

当
す
る
も
の
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
衆
議
院
記
章
規
程

り
と
す
る
。

（
平
成
二
十
二
年
六
月
一
日
制
定
）

改
正
平
二
三
年
八
月
一
日
改
正

1 －ー



第
五
条
議
院
内
を
通
行
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
入
口
に
お
い
て
、
衛
視
に
記
章
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
記
章
は
、
胸
部
の
見
や
す
い
所
に
着
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
こ
の
規
程
に
違
反
し
た
者
又
は
議
院
内
の
秩
序
を
乱
し
た
者
に
対
し
て
は
、
衛
視
は
そ
の
記
章
を
引
き
上
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。

３
議
院
内
を
通
行
す
る
者
は
、
衛
視
か
ら
記
章
の
提
示
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
い
つ
で
も
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
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別
表
（
第
二
条
、
第
四
条
関
係
）

Ｐ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｒ
Ｌ
晦

日

二
α
ｒ
底

い
。
）

い
。
）

さ
る
（
傍
砿

偲
は
で
き
る

」 ’己 壬 Ⅱ‐

◎ ◎

埋
匡
瞳
叩
形

麺
α
住
堕
瀧
目

９
プ
苞
（
牌
防
砧

り
る
（
院
穂
磐

皿
争
堯
口
餉
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記
章
等
の
種
類

帯
用
者

通
用
制
限



十
衆
議
院
政
党
事
務
長
記
章

九
衆
議
院
議
員
秘
書
記
章

十
一
衆
議
院
政
党
事
務
員
記
章

七
秘
書
官
記
章

八
公
務
員
記
章

十
二
記
者
記
章
（
第
一
種
）

十
三
記
者
記
章
（
第
二
種
）

十
四
外
国
記
者
記
章

衆
議
院
の
会
派
の
事
務
長

衆
議
院
議
員
秘
書

官
公
署
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
団

体
又
は
会
社
等
の
職
員

秘
書
官
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者

衆
議
院
の
会
派
の
事
務
員

新
聞
、
通
信
又
は
放
送
関
係
の
取

材
記
者

外
国
の
新
聞
、
通
信
又
は
放
送
関

係
の
在
日
特
派
員

新
聞
又
は
通
信
関
係
の
取
材
記
者

議
場
に
は
出
入
り
で
き
な
い
。
委
員
室
に
は
出
入

り
で
き
る
。
本
会
議
の
傍
聴
は
、
公
務
員
席
で
す

る
（
傍
聴
券
を
要
し
な
い
。
）
。

議
場
に
は
出
入
り
で
き
な
い
。
委
員
室
に
は
出
入

り
で
き
る
。
本
会
議
の
傍
聴
は
、
公
務
員
席
で
す

る
（
傍
聴
券
を
要
す
る
。
）
。

議
場
に
は
出
入
り
で
き
な
い
。
委
員
室
に
は
出
入

り
で
き
る
。
本
会
議
の
傍
聴
は
、
公
務
員
席
で
す

る
（
傍
聴
券
を
要
す
る
。
）
。

右
に
同
じ
。

右
に
同
じ
。

議
場
に
は
出
入
り
で
き
な
い
。
委
員
室
に
は
出
入

り
で
き
る
。
本
会
議
の
傍
聴
は
、
新
聞
記
者
席
で

す
る
（
傍
聴
券
を
要
し
な
い
。
）
。

議
場
に
は
出
入
り
で
き
な
い
。
委
員
室
に
は
出
入

り
で
き
る
。
本
会
議
の
傍
聴
は
、
西
側
公
衆
席
で

右
に
同
じ
。
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十
五
新
聞
連
絡
員
記
章
（
腕
章
を
含

む
。
）

十
六
衆
議
院
職
員
記
章

十
七
衆
議
院
準
職
員
記
章
（
甲
）

（
第
一
種
）

十
八
衆
議
院
準
職
員
記
章
（
甲
）

（
第
二
種
）

衆
議
院
事
務
局
の
事
務
総
長
、
参

事
、
常
任
委
員
会
専
門
員
、
調
査

局
長
及
び
調
査
局
調
査
員
、
衆
議

院
法
制
局
の
法
制
局
長
及
び
参

事
、
裁
判
官
訴
追
委
員
会
事
務
局

の
事
務
局
長
及
び
参
事
そ
の
他
こ

れ
に
準
ず
る
者

新
聞
、
通
信
又
は
放
送
関
係
の
連

絡
員

か
つ
て
衆
議
院
職
員
等
で
あ
っ
た

者
で
指
定
す
る
も
の

衆
議
院
職
員
に
準
ず
る
者

す
る
（
傍
聴
券
を
要
し
な
い
。
）
。

制
限
は
な
い
。
た
だ
し
、
議
場
へ
の
出
入
り
は
、

特
に
指
定
さ
れ
た
職
員
に
限
る
。
ま
た
本
会
議
の

傍
聴
席
の
う
ち
、
参
議
院
議
員
席
へ
の
出
入
り
は

で
き
な
い
。
衆
議
院
事
務
局
、
衆
議
院
法
制
局
及

び
裁
判
官
訴
追
委
員
会
事
務
局
の
課
長
（
調
査
局

、

‐

ノ

グ

，

０

’

、

次
席
調
査
員
を
含
む
。
）
以
上
の
職
に
あ
る
者
以

外
は
、
本
会
議
の
傍
聴
に
つ
い
て
は
、
公
衆
席
で

す
る
。
そ
の
他
の
傍
聴
席
へ
の
出
入
り
に
は
、
傍

聴
席
出
入
証
を
要
す
る
。

記
者
記
章
に
同
じ
。
た
だ
し
、
委
員
室
へ
の
出
入

り
は
記
者
の
出
入
り
す
る
所
に
限
る
。

議
場
に
は
出
入
り
で
き
な
い
。
委
員
室
に
は
事
務

連
絡
に
限
り
出
入
り
で
き
る
。
本
会
議
の
傍
聴

は
、
公
衆
席
で
す
る
（
傍
聴
券
を
要
し
な

い
。
）
・
公
務
員
席
に
お
い
て
も
で
き
る
（
傍
聴

券
を
要
す
る
。
）
。

議
場
に
は
出
入
り
で
き
な
い
。
委
員
室
へ
の
出
入

り
は
特
に
許
可
さ
れ
た
場
合
に
限
る
。
本
会
議
の

傍
聴
は
、
公
務
員
席
で
す
る
（
傍
聴
券
を
要
す

る
。
）
。
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十
九
衆
議
院
準
職
員
記
章
（
乙
）

二
十
衆
議
院
特
別
通
行
記
章
（
甲
）

二
十
一
衆
議
院
特
別
通
行
記
章
（
乙
）

二
十
二
参
議
院
職
員
記
章

衆
議
院
の
食
堂
そ
の
他
の
営
業
に

従
事
す
る
者
、
独
立
行
政
法
人
国

立
印
刷
局
国
会
分
工
場
の
従
業
員

そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者

参
議
院
事
務
局
、
参
議
院
法
制
局

及
び
裁
判
官
弾
劾
裁
判
所
事
務
局

の
職
員

用
務
の
た
め
、
特
に
衆
参
両
院
に

出
入
り
の
必
要
が
あ
る
者

用
務
の
た
め
、
特
に
衆
議
院
に
出

入
り
の
必
要
が
あ
る
者

衆
議
院
内
の
ほ
か
は
出
入
り
で
き
な
い
。
議
場
に

は
出
入
り
で
き
な
い
。
委
員
室
へ
の
出
入
り
は
、

特
に
許
可
さ
れ
た
場
合
に
限
る
。
本
会
議
の
傍
聴

は
、
公
務
員
席
で
で
き
る
（
傍
聴
券
を
要
す

る
。
）
。

議
場
に
は
出
入
り
で
き
な
い
。
委
員
室
へ
の
出
入

り
は
、
特
に
許
可
さ
れ
た
場
合
に
限
る
。
本
会
議

の
傍
聴
は
、
公
務
員
席
で
で
き
る
（
傍
聴
券
を
要

す
る
。
）
。

指
定
さ
れ
た
区
域
の
ほ
か
は
出
入
り
で
き
な
い
。

議
場
に
は
出
入
り
で
き
な
い
。
委
員
室
に
は
事
務

連
絡
に
限
り
出
入
り
で
き
る
。
本
会
議
の
傍
聴
席

の
う
ち
参
議
院
議
員
席
及
び
新
聞
記
者
席
へ
の
出

入
り
は
で
き
な
い
。
参
議
院
事
務
局
、
参
議
院
法

制
局
及
び
裁
判
官
弾
劾
裁
判
所
事
務
局
の
課
長

（
常
任
委
員
会
次
席
調
査
員
を
含
む
。
）
以
上
の

職
に
あ
る
者
以
外
は
本
会
議
の
傍
聴
席
へ
の
出
入

り
に
つ
い
て
は
傍
聴
席
出
入
証
を
要
す
る
。
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二
十
四
証
人
等
の
リ
ボ
ン
章

二
十
三
参
議
院
事
務
局
か
ら
交
付
す
参
議
院
の
前
議
員
、
議
員
配
偶
衆
参
両
院
事
務
局
が
協
議
の
上
決
定
す
る
。

る
記
章
者
、
議
員
秘
書
、
会
派
の
事
務

員
、
前
職
員
そ
の
他

国
立
国
会
図
書
館
記
章
は
、
参
議
院
職
員
記
章
に
準
ず
る
も
の
と
す
る
。

二
十
五
証
人
の
補
佐
人
リ
ボ
ン
章
一
証
人
の
補
佐
人

二
十
六
随
行
リ
ボ
ン
章

二
十
七
臨
時
腕
章

二
十
八
テ
レ
ビ
技
術
員
腕
章

二
十
九
衆
議
院
通
院
証
（
臨
時
衆
議
蕊
潔
識
議
院
に
出
入
り
の
一
通
行
許
可
区
域
の
ほ
か
は
出
入
り
で
き
な
い
。

院
通
院
証
を
含
む
。
）

証
人
、
公
述
人
、
参
考
人
そ
の
他
一
蠅
術
州
州
馴
胴
州
事
鮒
獅
鵬
峨
雌
硝
唄
室
そ
の
他
用
務

こ
れ
に
準
ず
る
者

証
人
、
公
述
人
、
参
考
人
等
の
随
一
右
に
同
じ
。

行
者

用
務
（
主
と
し
て
工
事
関
係
）
の
特
に
許
可
さ
れ
た
場
所
以
外
出
入
り
で
き
な
い
。

た
め
衆
議
院
に
出
入
り
の
必
要
が

あ
る
者

テ
レ
ビ
中
継
関
係
者
そ
の
他
こ
れ
一
右
に
同
じ
。

に
準
ず
る
者

右
に
同
じ
。
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